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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
槽体に設けられた排水口１と、
排水口１内に配置されて排水口１の開閉を行う弁部材２と、
弁部材２の動作を操作し、排水口１を遠隔的に操作する操作部３と、
操作部３に加えられた操作を弁部材２に伝達するレリースワイヤ４と、
からなる遠隔操作式排水栓装置において、
操作部３に、使用者が直接触れて押し方向が鉛直方向の押し操作を行うと共に槽体上面に
構成した操作ツマミ部６を有したスイッチ部材５を備え、
側面視操作ツマミ部６下端から略Ｌ字形状であって下端がレリースワイヤ４と接続される
接続片８ｃを構成し、
前記操作ツマミ部６を接続片８ｃの中央を対称面とした面対称形状とし、
スイッチ部材５に、操作ツマミ部６の押し方向に沿って移動を行う為の、操作ツマミ部６
の対称面と平行とならないガイド面７を備え、
更にスイッチ部とレリースワイヤ４との接続部８を、操作ツマミ部６の押し方向視、操作
ツマミ部６よりも外側であって、且つ操作ツマミ部６の対称面上に設けたことを特徴とす
る、遠隔操作式排水栓装置。
【請求項２】
槽体に設けられた排水口１と、
排水口１内に配置されて排水口１の開閉を行う弁部材２と、
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弁部材２の動作を操作し、排水口１を遠隔的に操作する操作部３と、
操作部３に加えられた操作を弁部材２に伝達するレリースワイヤ４と、
操作部３に、使用者が直接触れて少なくとも押し操作を行う操作ツマミ部６を有したスイ
ッチ部材５を備え、
側面視操作ツマミ部６下端から略Ｌ字形状であって下端がレリースワイヤ４と接続される
接続片８ｃを構成し、
前記操作ツマミ部６を接続片８ｃの中央を対称面とした面対称形状とし、
スイッチ部材５に、操作ツマミ部６の押し方向に沿って移動を行う為の、操作ツマミ部６
の対称面と平行とならないガイド面７を備え、
更にスイッチ部とレリースワイヤ４との接続部８を、操作ツマミ部６の押し方向視、操作
ツマミ部６よりも外側であって、且つ操作ツマミ部６の対称面上に設けた遠隔操作式排水
栓装置において、
槽体の側面にオーバーフロー排水口９を備えると共に、
上記スイッチ部材５の少なくとも一部を、該オーバーフロー排水口９内に配置し、
更にレリースワイヤ４の操作部３側端部を、オーバーフロー排水口９からの排水が流れる
オーバーフロー配管１０外に配置したことを特徴とする遠隔操作式排水栓装置。
【請求項３】
上記遠隔操作式排水栓装置において、
オーバーフロー配管１０を二股に分岐すると共に、該二股分岐の間にスイッチ部材５とレ
リースワイヤ４との接続部８を配置したことを特徴とする、請求項２に記載の遠隔操作式
排水栓装置。
【請求項４】
槽体に設けられた排水口１と、
排水口１内に配置されて排水口１の開閉を行う弁部材２と、
弁部材２の動作を操作し、排水口１を遠隔的に操作する操作部３と、
操作部３に加えられた操作を弁部材２に伝達する、筒状のアウターチューブ４ａ及びアウ
ターチューブ４ａ内を摺動自在に動作するインナーワイヤ、からなるレリースワイヤ４と
、
槽体の側面に設けられたオーバーフロー排水口９からの排水を排出するオーバーフロー配
管１０と、
からなる遠隔操作式排水栓装置において、
少なくともレリースワイヤ４のアウターチューブ４ａの操作部３側端部をオーバーフロー
配管１０外に配置すると共に、
オーバーフロー配管１０の一部を二股に分岐させ、該分岐内にレリースワイヤ４を配置し
たことを特徴とする遠隔操作式排水栓装置。
【請求項５】
上記遠隔操作式排水栓装置において、
二股に分岐したオーバーフロー配管１０上に、レリースワイヤ４の保持部１１を備えたこ
とを特徴とする、請求項３又は請求項４に記載の遠隔操作式排水栓装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は洗面台、浴槽等の槽体に取り付けられる遠隔操作式排水栓装置に関するもので
あって、更に詳しくは、遠隔操作式排水栓装置の排水口の開閉を操作する操作部の構造に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より洗面台、浴槽等の槽体には、排水口に備えられた止水用の弁部材に直接手を触
れることなく、操作部の操作によって排水口を開閉することができる遠隔操作式排水栓装
置が利用されている。
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以下に槽体を有する洗面台に用いた従来例を図面を参照しつつ説明する。
図９に示した従来の遠隔操作式排水装置は、弁部材、排水栓本体、排水接続管、オーバー
フロー配管、操作部、レリースワイヤ、駆動部、等の各部材より構成されてなる。以下に
各部材の構造を記す。
弁部材は略円盤状の弁体と、該弁体の中心より直下方向に垂下した弁軸からなる。
排水栓本体は上方に排水口を、また上端周縁にフランジ部を設けると共に、内部に排水の
通水路を備えた筒状の部材であって、下端部分に後述する駆動部の固定部を備え、また下
流側に後記する排水接続管を接続してなる。
排水接続管は、筒状の管体の途中部分に、後述するオーバーフロー配管を接続するための
枝管部を側面方向に向けて設けてなる。
オーバーフロー配管は、槽体の内側に取り付けられる、オーバーフロー排水口を備えたオ
ーバーフロー排水栓と、該オーバーフロー排水栓に接続され、オーバーフロー取付孔に取
り付けられる横断面視Ｌ字形状をなす、オーバーフロー本体と、該オーバーフロー本体の
下流側に接続され、オーバーフロー排水口からの排水が排出されるオーバーフロー管と、
からなる。
操作部は、オーバーフロー排水口内に配置され、レリースワイヤに接続される部材であっ
て、インナーワイヤに接続される、棒状にしてその単部に使用者が押し操作を行うための
操作ツマミ部を備えたスイッチ部材と、アウターチューブに接続される、筒状にしてその
内部に操作軸を進退自在に挿通する操作部本体と、から構成してなる。尚、スイッチ部材
はレリースワイヤの戻りスプリングの付勢により、特に操作などによる荷重が加えられて
いないときは操作ツマミ部側に突出した状態となる。
レリースワイヤは、操作部の動作を駆動部に伝達する部材であって、側面方向に対して可
撓性を備え、軸方向には剛性を備えた円筒状のアウターチューブと、該アウターチューブ
内に配置され、アウターチューブ内に滑動自在に配置された、側面方向に対して可撓性を
備え、軸方向には剛性を備えたインナーワイヤと、からなる。このレリースワイヤのイン
ナーワイヤは、一端は操作軸の下端に接続し、他端は操作部の押し操作毎に支持軸後端に
当接して支持軸を押し上げるように構成してなる。また、該レリースワイヤはアウターチ
ューブに対してインナーワイヤを常に操作部側に付勢する戻りスプリング（図示せず）を
内蔵している。
駆動部は、ノック式ボールペンなどに採用されているスラストロック機構と呼ばれる機構
を備えてなり、その内部に、上下方向に昇降自在で、下端に押し上げ操作を受ける都度、
上昇した状態を維持固定／固定を解除して下方に降下、を繰り返す支持軸を備えてなる
また、その他の部材として、排水接続管の排出口に接続するためのトラップ配管を備えて
なる。
また、この遠隔操作式排水栓装置が施工される洗面台の洗面ボウルは、上方が開口した槽
体であって、槽体下方に排水栓を取り付ける取付孔と、槽体内であって、槽体の上縁近傍
に、オーバーフロー排水栓を取り付けるためのオーバーフロー取付孔を備えてなる。
【０００３】
　上記の各部材から構成された遠隔操作式排水栓装置を洗面ボウルに施工する場合、
まずオーバーフロー取付孔の周縁をオーバーフロー排水栓とオーバーフロー本体とで挟持
するようにして固定する。次にオーバーフロー排水口、オーバーフロー本体、オーバーフ
ロー管、枝管部、排水接続管内にレリースワイヤを挿通した上で、操作部をオーバーフロ
ー排水口内に固定する。次に排水栓本体を取付孔に取り付けてから、排水栓本体の駆動部
に、レリースワイヤ端部を接続する。次に排水栓本体の下端と排水接続管の上端を接続し
、更に排水接続管の下端と下水側の床下配管とを、トラップ配管を介して接続する。
更に弁部材を、支持軸の上方に弁軸が配置されるように排水口から排水栓本体内部に配置
して、遠隔操作式排水栓装置の施工が完了する。
【０００４】
　上記のように取着した遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、まず排水口が閉口した状
態、即ち支持軸が下方に下がった状態とする。この状態から操作部の操作ツマミ部に押し
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込み操作を加えて、レリースワイヤのインナーワイヤを駆動部側に前進させると、インナ
ーワイヤ先端が駆動部の支持軸を押し上げ、スラストロック機構の作用により、支持軸が
弁軸を押し上げた状態、即ち弁部材全体が上昇し、弁体が排水口から離間して排水口が開
口した状態で支持・固定される。この時、インナーワイヤは戻りスプリングの作用により
操作部側（槽体内部側）に突出した状態となる。
この状態から再度操作部の操作ツマミ部に押し込み操作を加えて、レリースワイヤのイン
ナーワイヤを前進させると、インナーワイヤ先端が駆動部の支持軸を押し上げ、スラスト
ロック機構の支持軸の固定が解除され、弁軸と支持軸とが降下し、排水口が弁体により閉
口される。
以下、同様の操作を繰り返すことで、排水口を遠隔操作にて自由に開閉することができる
。
【０００５】
　尚、遠隔操作式排水栓装置は上記従来例以外にも、操作部をオーバーフロー排水口以外
の部分である洗面台の垂直な壁部に設け、レリースワイヤをオーバーフロー配管内を介す
る事無く施工する場合もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１８３２２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら上記実施例には、以下に記載するような問題点があった。
１．遠隔操作式排水栓装置が備えられる槽体において、通常、槽体の裏面側には様々な部
材が配置される。例えば、上記図９の従来例の場合、槽体である洗面ボウルの裏側には、
遠隔操作式排水栓装置のレリースワイヤや、オーバーフロー排水を行うためのオーバーフ
ロー配管、また従来例中には特に記載しなかったが、洗面ボウルへの給水を行うための蛇
口などの吐水栓の一部や吐水栓を固定するためのナット部材、また吐水栓に接続される給
水配管などである。このため、遠隔操作式排水栓装置の操作部を、使用者の使い勝手の良
い位置に配置しようとしても、これらの配管や各部材と、操作部やスイッチ部材、またレ
リースワイヤが干渉してしまい、好適な配管が行えなくなる場合があった。これは、特に
図示しないが、操作部を吐水栓の一部に組み込んだ場合等でも顕著な問題となっている。
また、スイッチ部材を、槽体内部に上下動するような方向で配置した場合、レリースワイ
ヤはスイッチ部材の直下方向に配置されるため、特開２００１－１８２１１９号の遠隔操
作式排水栓装置のように、槽体内部にレリースワイヤを配置しなければならず、意匠性が
悪く、また槽体を使用中にレリースワイヤを手に引っかけて破損してしまう、等部材の配
置レイアウト上に問題があった。
２．図９の従来例のように操作部をオーバーフロー排水口内に配管した場合、各部材の配
置レイアウトの関係から、レリースワイヤをオーバーフロー配管の内部を通さなければな
らなくなる。この場合、レリースワイヤはオーバーフロー排水時に排水に晒されるため、
排水に晒されない場合に比較して部材が劣化しやすいといった問題があった。
本発明は上記問題点を解消するために考案されたものであり、浴槽や流し台、洗面台等の
槽体に用いられる遠隔操作式排水栓装置において、操作部をどのような位置に配置しても
、操作部やレリースワイヤが槽体の裏側に配置される部材や配管に干渉することなく配置
することができ、且つ使用感の良好な遠隔操作式排水栓装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
請求項１に記載の本発明は、槽体に設けられた排水口１と、排水口１内に配置されて排水
口１の開閉を行う弁部材２と、弁部材２の動作を操作し、排水口１を遠隔的に操作する操
作部３と、操作部３に加えられた操作を弁部材２に伝達するレリースワイヤ４と、からな
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る遠隔操作式排水栓装置において、操作部３に、使用者が直接触れて押し方向が鉛直方向
の押し操作を行うと共に槽体上面に構成した操作ツマミ部６を有したスイッチ部材５を備
え、側面視操作ツマミ部６下端から略Ｌ字形状であって下端がレリースワイヤ４と接続さ
れる接続片８ｃを構成し、前記操作ツマミ部６を接続片８ｃの中央を対称面とした面対称
形状とし、スイッチ部材５に、操作ツマミ部６の押し方向に沿って移動を行う為の、操作
ツマミ部６の対称面と平行とならないガイド面７を備え、更にスイッチ部とレリースワイ
ヤ４との接続部８を、操作ツマミ部６の押し方向視、操作ツマミ部６よりも外側であって
、且つ操作ツマミ部６の対称面上に設けたことを特徴とする、遠隔操作式排水栓装置であ
る。
【０００９】
請求項２に記載の本発明は、槽体に設けられた排水口１と、排水口１内に配置されて排水
口１の開閉を行う弁部材２と、弁部材２の動作を操作し、排水口１を遠隔的に操作する操
作部３と、操作部３に加えられた操作を弁部材２に伝達するレリースワイヤ４と、操作部
３に、使用者が直接触れて少なくとも押し操作を行う操作ツマミ部６を有したスイッチ部
材５を備え、側面視操作ツマミ部６下端から略Ｌ字形状であって下端がレリースワイヤ４
と接続される接続片８ｃを構成し、前記操作ツマミ部６を接続片８ｃの中央を対称面とし
た面対称形状とし、スイッチ部材５に、操作ツマミ部６の押し方向に沿って移動を行う為
の、操作ツマミ部６の対称面と平行とならないガイド面７を備え、更にスイッチ部とレリ
ースワイヤ４との接続部８を、操作ツマミ部６の押し方向視、操作ツマミ部６よりも外側
であって、且つ操作ツマミ部６の対称面上に設けた遠隔操作式排水栓装置において、槽体
の側面にオーバーフロー排水口９を備えると共に、上記スイッチ部材５の少なくとも一部
を、該オーバーフロー排水口９内に配置し、更にレリースワイヤ４の操作部３側端部を、
オーバーフロー排水口９からの排水が流れるオーバーフロー配管１０外に配置したことを
特徴とする遠隔操作式排水栓装置である。
【００１１】
請求項３に記載の本発明は、上記遠隔操作式排水栓装置において、オーバーフロー配管１
０を二股に分岐すると共に、該二股分岐の間にスイッチ部材５とレリースワイヤ４との接
続部８を配置したことを特徴とする、段落０００９に記載の遠隔操作式排水栓装置である
。
【００１２】
請求項４に記載の本発明は、槽体に設けられた排水口１と、排水口１内に配置されて排水
口１の開閉を行う弁部材２と、弁部材２の動作を操作し、排水口１を遠隔的に操作する操
作部３と、操作部３に加えられた操作を弁部材２に伝達する、筒状のアウターチューブ４
ａ及びアウターチューブ４ａ内を摺動自在に動作するインナーワイヤ、からなるレリース
ワイヤ４と、槽体の側面に設けられたオーバーフロー排水口９からの排水を排出するオー
バーフロー配管１０と、からなる遠隔操作式排水栓装置において、少なくともレリースワ
イヤ４のアウターチューブ４ａの操作部３側端部をオーバーフロー配管１０外に配置する
と共に、オーバーフロー配管１０の一部を二股に分岐させ、該分岐内にレリースワイヤ４
を配置したことを特徴とする遠隔操作式排水栓装置である。
【００１３】
請求項５に記載の本発明は、上記遠隔操作式排水栓装置において、二股に分岐したオーバ
ーフロー配管１０上に、レリースワイヤ４の保持部１１を備えたことを特徴とする、段落
００１１又は段落００１２に記載の遠隔操作式排水栓装置である。
【発明の効果】
【００１４】
本発明の遠隔操作式排水栓装置は、以下の効果を奏する。
１．請求項１に記載の本発明は、操作ツマミ部を面対称形状としたこと、スイッチ部材に
操作ツマミ部の押し方向に沿って移動を行う為のガイド面を備えたこと、操作ツマミ部の
対称面上にスイッチ部材とレリースワイヤとの接続部を設けたこと、によって、操作ツマ
ミ部の押し方向視、操作ツマミ部よりも外側に、スイッチ部材とレリースワイヤの接続部
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を設けつつ、操作ツマミの押し操作／または押し引きの操作を安定して行うことができる
ようになった。このため、遠隔操作式排水栓装置のスイッチ部材とレリースワイヤとの接
続位置を比較的自由に設定できるようになり、遠隔操作式排水栓装置の操作部を、使用者
の使い勝手の良い位置に配置しつつ、且つその際に給水配管や排水配管と、その関連部材
に対して、干渉する事がないようにすることができるようになった。
２．請求項１に記載の本発明は、操作ツマミ部の押し方向を鉛直方向とすることによって
、槽体裏の空間が水平方向に狭くとも、スイッチ部材のストローク幅が充分に得ることが
できるようになった。
３．請求項２に記載の発明は、オーバーフロー排水口にスイッチ部材の少なくとも一部を
配置し、更にレリースワイヤとの接続部をオーバーフロー配管外に配置したことによって
、レリースワイヤが槽体内に露出することなく、施工のレイアウトの自由度を確保し、ま
たこの自由度を利用して意匠性の向上を図ることができるようになった。
４．請求項３、及び請求項４に記載の発明の場合、請求項２に記載した発明のように、オ
ーバーフロー排水構内にスイッチ部材を配置した場合に、意匠性の向上のため槽体内にレ
リースワイヤを配置しないようにしつつ、オーバーフロー配管の排水性能を良好なものと
することができるようになった。
尚、この場合、請求項５に記載の本発明のように、二股の分岐部分の間にレリースワイヤ
の保持部を設けることでレリースワイヤの収まりを良いものとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置を示す、一部を切り欠きした参考図である。
【図２】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置を示す、一部を切り欠きした参考図である。
【図３】図１の操作部近傍のＡ－Ａ断面図である。
【図４】第二実施例の遠隔操作式排水栓装置を示す、一部を切り欠きした参考図である。
【図５】第二実施例の遠隔操作式排水栓装置を示す、一部を切り欠きした参考図である。
【図６】図４の操作部近傍のＢ－Ｂ断面図である。
【図７】図４のオーバーフロー配管のＣ－Ｃ断面図である。
【図８】図４の操作部近傍のＤ方向矢視図である。
【図９】従来の遠隔操作式排水栓装置を示す、一部を切り欠きした参考図である。
【実施例】
【００１６】
　以下に本発明の第一実施例を、図面を参照しつつ説明する。
図１及び図２に示した本発明の第一実施例の遠隔操作式排水装置は、弁部材２、排水栓本
体１２、排水接続管１４、オーバーフロー配管１０、操作部３、レリースワイヤ４、等の
各部材より構成されてなる。以下に各部材の構造を説明する。
弁部材２は略円盤状の弁体２ａと、該弁体２ａの中心より直下方向に垂下した弁軸２ｂか
らなる。
排水栓本体１２は上方に排水口１を、また上端周縁にフランジ部１２ａを設けると共に、
内部に排水の通水路を備えた筒状の部材であって、排水路の下方に、後述するレリースワ
イヤ４の固定部１３を備えてなる。
排水接続管１４は、排水栓本体１２の下端に接続される部材であって、筒状の管体の途中
部分に、後述するオーバーフロー配管１０を接続するための枝管部１４ａと、レリースワ
イヤ４を挿通する挿通部１４ｂを、側面に向けて設けてなる。
オーバーフロー配管１０は、以下に記載するオーバーフロー排水栓１５、オーバーフロー
本体１６、及びオーバーフロー継手管１７からなる。
オーバーフロー排水栓１５は、方形筒状の部材であって、一面にオーバーフロー排水が流
入するオーバーフロー排水口９を、また同じ側の端部の外周周縁にオーバーフローフラン
ジ部１５ａを、それぞれ備えてなる。
オーバーフロー本体１６は、槽体背面に設けたオーバーフロー取付孔に取り付けられる部
材であって、オーバーフロー排水口９方向が開口した箱体形状の本体部分と、本体部分の
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下面中央に設けられたオーバーフロー排水管１６ａからなる。
オーバーフロー継手管１７は、側面視Ｌ字形状を成す管体であって、管体の一端は排水接
続管１４の枝管部１４ａに、他端はオーバーフロー排水管１６ａに接続される。
操作部３は、給水配管Ｗの吐水栓に備えられる部材であって、次に記載する操作部本体１
８、及びスイッチ部材５からなる。
操作部本体１８は、洗面ボウルに給水を行う吐水栓と一体に設けられてなり、吐水栓の基
部の一部に、スイッチ部材５が上下に動作するための貫通孔１８ａと、図３に示したよう
に、この貫通孔１８ａの下方に設けた断面コの字形状を成すガイド受け面１９、及びアウ
ターチューブ４ａ端部を取り付けるアウターチューブ接続部８ａを備えてなる。尚、図１
又は図２に示したように、側面視貫通孔１８ａは若干傾斜しており、貫通孔１８ａの延長
方向には給水配管Ｗが備えられる。
スイッチ部材５は、使用者が直接触れて押し引き操作を行う、逆円錐形状を成す操作ツマ
ミ部６と、その下方に設けられた下方の断面が方形を成すツマミ軸６ａ、更にその下方に
設けられた側面視Ｌ字形状にして下端にレリースワイヤ４のインナーワイヤと接続するイ
ンナーワイヤ接続部を備えた接続片８ｃからなる。尚、ツマミ軸６ａの下方の方形の面が
、ガイド受け面１９と合致するガイド面７として構成されてなる。また、操作ツマミ部６
とツマミ軸６ａは別部材であり、ネジ等を利用して螺合し固定するようになっている。ま
た、接続部８は、ツマミ軸６ａ方向視操作ツマミ部６よりも外側となる位置に備えられて
いる。
尚、このスイッチ部材５は、接続片８ｃの中央を対称面とした面対称を成す。当然ながら
スイッチ部材５の一部である操作ツマミ部６も面対称を成す。
レリースワイヤ４は、操作部３の動作を弁部材２に伝達する部材であって、側面方向に対
して可撓性を備え、軸方向には剛性を備えた円筒状のアウターチューブ４ａと、該アウタ
ーチューブ４ａ内に配置され、アウターチューブ４ａ内に滑動自在に配置された、側面方
向に対して可撓性を備え、軸方向には剛性を備えたインナーワイヤ（図示せず）と、イン
ナーワイヤの一端に設けられたロッド部４ｂと、からなる。
また、その他の部材として、排水接続管１４の排出口に接続するためのトラップ配管２０
を備えてなる。
また、この遠隔操作式排水栓装置が施工される洗面台の洗面ボウルは、上方が開口した槽
体であって、槽体下方に排水栓を取り付ける取付孔と、槽体内であって、槽体の上縁近傍
に、オーバーフロー排水栓１５を取り付けるためのオーバーフロー取付孔を備えてなる。
【００１７】
　上記の各部材から構成された遠隔操作式排水栓装置を洗面ボウルに施工する場合、事前
に工場などで操作部本体１８を取り付けておき、これを施工現場に搬入する。次に、施工
現場にて、オーバーフロー排水栓１５とオーバーフロー本体１６を、オーバーフローフラ
ンジ部１５ａとオーバーフロー本体１６の開口部周縁とで、オーバーフロー取付孔を挟持
するようにして取付固定する。次に、スイッチ部材５のツマミ軸６ａを、下方（洗面ボウ
ルの裏側空間側）から操作部本体１８の貫通孔１８ａに挿通し、貫通孔１８ａの上方でツ
マミ軸６ａと操作ツマミ部６とツマミ軸６ａを螺合させ固定する。この時、ツマミ軸６ａ
のガイド面７と、操作部本体１８のガイド受け面１９は合致し、ツマミ軸６ａは回動不能
になる。
更に、接続片８ｃのインナーワイヤ接続部８ｂにインナーワイヤ端部を接続した上で、ア
ウターチューブ接続部８ａにアウターチューブ４ａを接続する。
次に排水栓本体１２を洗面ボウルの取付孔に、フランジ部１２ａ下面が取付孔周縁上面に
当接するように取り付け固定する。
レリースワイヤ４のロッド部４ｂ側端部を排水接続管１４の挿通部１４ｂに挿通させ、排
水栓本体１２の固定部１３に接続固定し、更にオーバーフロー排水管１６ａと枝管部１４
ａをオーバーフロー継手管１７を介して接続した上で、排水接続管１４を排水栓本体１２
に接続固定する。
更に排水接続管１４の下端と下水側の床下配管とを、トラップ配管２０を介して接続する
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。
最後に排水接続管１４の挿通部１４ｂをレリースワイヤ４を挿通した状態で水密的に閉塞
し、排水口１に弁部材２を配置してロッド部４ｂ上に弁軸２ｂを配置し、本実施例の遠隔
操作式排水栓装置の施工が完了する。
【００１８】
　上記のように取着した遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、まず排水口１が閉口した
状態、即ち図１のように、操作部３のスイッチ部が引き上げられ、レリースワイヤ４を介
してその分ロッド部４ｂが降下し、排水口１が閉塞した状態とする。
この状態から、使用者がスイッチ部材５の操作ツマミ部６を摘み、押し込み操作を行うと
、スイッチ部材５が降下して、接続片８ｃがインナーワイヤを排水口１側に押し込み、ロ
ッド部４ｂを押し上げる。これによってロッド部４ｂごと弁部材２が押し上げられ、排水
口１の弁体２ａが上昇した状態で固定されて排水口１が開口し、図２のような開口状態と
なって洗面ボウル内部の排水を排出することができる（ロッド部４ｂの上昇は各部材間の
摩擦により保持される）。
この状態から、使用者が操作ツマミ部６を摘み、引き上げ操作を行うと、スイッチ部材５
が上昇し、接続片８ｃがインナーワイヤを操作部３側に引き上げ、ロッド部４ｂを引き下
げる。これによってロッド部４ｂと共に弁部材２が降下し、図１の状態に戻って排水口１
が弁体２ａによって閉塞される。以降、同様に押し操作と引き操作を繰り返すことで、排
水口１を操作部３から遠隔操作にて自由に開閉することができる。
【００１９】
　上記第一実施例においては、接続片８ｃがＬ字形状をなし、操作ツマミ部６の押し方向
視、即ちツマミ軸６ａの方向視において操作ツマミ部６よりも外側に接続部８を設けてな
る。これによって、ツマミ軸６ａの延長線上にそのままレリースワイヤ４を配置した場合
ではレリースワイヤ４と給水配管Ｗが干渉してしまう場合でも、給水配管Ｗを避けるよう
にしてレリースワイヤ４を配置することができ、操作部３のレイアウト（特にスイッチ部
材５の配置レイアウト）の自由度が高まる。
また、本実施例では、操作ツマミ部６を含むスイッチ部材５を面対称形状としたことと、
スイッチ部材５のツマミ軸６ａに操作ツマミ部６の押し方向に沿って移動を行う為のガイ
ド面７を備えたこと、操作ツマミ部６の対称面上にスイッチ部材５とレリースワイヤ４と
の接続部８となるインナーワイヤ接続部８ｂ及びアウターチューブ接続部８ａを設けたこ
と、によって、操作ツマミ部６よりも外側に、スイッチ部材５とレリースワイヤ４の接続
部８を設けつつ、操作ツマミの押し操作、及び引き操作を安定して行うことができるよう
になった。具体的には、断面視方形を成すガイド面７と、これに当接するコの字形状のガ
イド受け面１９によって、スイッチ部材５が鉛直方向に動作する際、前後また左右に傾斜
することがないようにスイッチ部材５の動作を規制するため、押し操作及び引き操作に際
し接続片８ｃが傾斜しない。このため、操作ツマミの押し操作をスムーズに行うことがで
きるようになった。更に本実施例では、操作部３の操作ツマミ部６が左右に対称形状であ
るため、操作ツマミ部６上のどの位置を押し、又は引いても左右方向に対してはバランス
が良く、押し操作及び引き操作に際し、一層接続片８ｃが傾斜しにくくなっている。
また、上記実施例においては、操作ツマミ部６の押し方向を、従来例のような、水平方向
への押し込みから、鉛直方向としている。これによって、水平方向にスイッチ部材５を押
し操作する場合と比べ、洗面ボウル裏の空間が水平方向に幅狭な場合でも比較的配置レイ
アウトに余裕を持って設計する事ができる。
【００２０】
　次に、本発明の第二実施例を、図面を参照しつつ説明する。
図４及び図５に示した第二実施例の遠隔操作式排水装置は、弁部材２、排水栓本体１２、
排水接続管１４、オーバーフロー配管１０、操作部３、レリースワイヤ４、駆動部１３ａ
、等の各部材より構成されてなる。以下に各部材の構造を説明する。
弁部材２は略円盤状の弁体２ａと、該弁体２ａの中心より直下方向に垂下した弁軸２ｂか
らなる。
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排水栓本体１２は上方に排水口１を、また上端周縁にフランジ部１２ａを設けると共に、
内部に排水の通水路を備えた筒状の部材であって、排水路の下方に、後述する駆動部１３
ａの固定部１３を備えてなる。
排水接続管１４は、排水栓本体１２の下端に接続される部材であって、筒状の管体の途中
部分に、後述するオーバーフロー配管１０を接続するための枝管部１４ａと、レリースワ
イヤ４を挿通する挿通部１４ｂを、側面方向に向けて設けてなる。
オーバーフロー配管１０は、以下に記載するオーバーフロー排水栓１５、オーバーフロー
本体１６、及びオーバーフロー継手管１７からなる。
オーバーフロー排水栓１５は、方形筒状の部材であって、一面にオーバーフロー排水が流
入すオーバーフロー排水口９を、また同じ側の端部の外周周縁にオーバーフローフランジ
部１５ａを、それぞれ備えてなる。またオーバーフロー排水口９にはスリットを備えてな
る。
オーバーフロー本体１６は、槽体背面に設けたオーバーフロー排水口９に取り付けられる
部材であって、オーバーフロー排水口９方向が開口した箱体形状の本体部分と、本体部分
の下面中央に設けられた、円筒状の接続部８、及び本体部分の下面の左右両側から直下方
向に複数設けられたオーバーフロー排水管１６ａからなる。
オーバーフロー継手管１７は、平面視Ｙ字形状を成す管体であって、管体の一端は排水接
続管１４の枝管部１４ａに、残る２つの端部は上方を向いて設けられオーバーフロー排水
管１６ａに接続される。
また、Ｙ字形状の分岐の中央部分には、後述するレリースワイヤ４を保持する保持部１１
を備えてなる。
操作部３は、使用者が直接触れて押し操作を行う操作ツマミ部６を有した、鉛直方向に移
動するスイッチ部材５と、上記オーバーフロー配管１０に記載したオーバーフロー排水栓
１５から構成される（本実施例では、操作部３は、スイッチ部材５とオーバーフロー排水
栓１５、オーバーフロー本体１６との組み合わせをもって操作部３とする。即ち、オーバ
ーフロー排水栓１５及びオーバーフロー本体１６は、操作部３とオーバーフロー配管１０
の両方で兼用される部材である）。
スイッチ部材５は、以下に記載する操作ツマミ部６と接続片８ｃとから構成される部材で
ある。
操作ツマミ部６は、使用者が直接触れて押し操作を行う部分であって、左右対称即ち面対
称形状を成す。更に、施工時後背となる部分をガイド面７として備えてなる。このガイド
面７は、平坦であって、平面視上記対称面と垂直を成すように構成されてなり、この後背
面が遠隔操作式排水栓装置が取り付けられる洗面ボウルの後壁内面及びオーバーフロー排
水栓１５のフランジ部１２ａ及びスリット面と接し、スイッチ部材５が鉛直方向に動作す
る際、前後に傾斜することがないようにスイッチ部材５の動作を規制する。
接続片８ｃは、スイッチ部材５のガイド面７に備えられた、側面視Ｌ字形状を成す部材で
あって、下端部分にはレリースワイヤ４のインナーワイヤとの接続部８を備えてなり、施
工時にはオーバーフロー排水栓１５のスリット面を介してオーバーフロー排水栓１５のオ
ーバーフロー排水口９内部に配置される。またこの接続片８ｃには図示しないがＯリング
が備えられてなり、施工完了時、オーバーフロー配管１０から接続片８ｃを介して排水が
オーバーフロー配管１０外に流出することを防止する。
レリースワイヤ４は、操作部３の動作を駆動部１３ａに伝達する部材であって、側面方向
に対して可撓性を備え、軸方向には剛性を備えた円筒状のアウターチューブ４ａと、該ア
ウターチューブ４ａ内に配置され、アウターチューブ４ａ内に滑動自在に配置された、側
面方向に対して可撓性を備え、軸方向には剛性を備えたインナーワイヤ（図示せず）と、
からなる（尚、図４、図５においてはレリースワイヤ４とアウターチューブ４ａは同一に
見える）。このレリースワイヤ４のインナーワイヤは、一端は操作軸の下端に接続し、他
端は操作部３の押し操作毎に支持軸後端に当接して支持軸を押し上げるように構成してな
る。また、該レリースワイヤ４はアウターチューブ４ａに対してインナーワイヤを常に操
作部３側に付勢する戻りスプリング（図示せず）を内蔵している。



(10) JP 5756937 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

駆動部１３ａは、ノック式ボールペンなどに採用されているスラストロック機構と呼ばれ
る機構を備えてなり、その内部に、上下方向に昇降自在で、下端に押し上げ操作を受ける
都度、上昇した状態を維持固定／固定を解除して下方に降下、を繰り返す支持軸を備えて
なる
また、その他の部材として、排水接続管１４の排出口に接続するためのトラップ配管２０
を備えてなる。
また、この遠隔操作式排水栓装置が施工される洗面台の洗面ボウルは、上方が開口した槽
体であって、槽体下方に排水栓を取り付ける取付孔と、槽体内であって、槽体の上縁近傍
に、オーバーフロー排水栓１５を取り付けるためのオーバーフロー取付孔を備えてなる。
【００２１】
　上記の各部材から構成された遠隔操作式排水栓装置を洗面ボウルに施工する場合、まず
オーバーフロー排水栓１５とオーバーフロー本体１６を、オーバーフローフランジ部１５
ａとオーバーフロー本体１６の開口部周縁とで、オーバーフロー取付孔を挟持するように
して取付固定する。次に、スイッチ部材５の接続片８ｃを、オーバーフロー排水栓１５の
スリット部を介してオーバーフロー排水口９内部に通し、更にその端部を接続部８に配置
する。
次に、接続片８ｃにインナーワイヤ接続部８ｂをまた接続部８の端部周辺にレリースワイ
ヤ４のアウターチューブ４ａを当接させて取付固定している。接続片８ｃの外周部分はＯ
リング部材等によって水密的に構成されてなり、このため、レリースワイヤ４の操作部３
側端部は、オーバーフロー排水が流れるオーバーフロー配管１０部分の外側に配置され、
洗面ボウル内を流れる排水に触れることはない。
また、インナーワイヤは戻りスプリングの作用により常にスイッチ部材５側に付勢される
。このため、直接固定等されているわけではないが、常時接続片８ｃに当接してスイッチ
部材５を押し上げる。
次に排水栓本体１２を洗面ボウルの取付孔に、フランジ部１２ａ下面が取付孔周縁上面に
当接するように取り付け固定する。
また、レリースワイヤ４の他端を排水接続管１４の挿通部１４ｂに挿通させ、排水栓本体
１２の駆動部１３ａに接続した後、オーバーフロー排水管１６ａと枝管部１４ａを、オー
バーフロー継手管１７を介して接続しつつ、端水接続管を排水栓本体１２に接続固定する
。
更に排水接続管１４の下端と下水側の床下配管とを、トラップ配管２０を介して接続する
。
最後に排水接続管１４の挿通部１４ｂをレリースワイヤ４を挿通した状態で水密的に閉塞
し、保持部１１にレリースワイヤ４を保持させると共に、排水口１に弁部材２を配置して
駆動部１３ａの支持軸上に弁軸２ｂを配置し、本実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工が
完了する。
【００２２】
　上記のように取着した遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、まず排水口１が閉口した
状態、即ち図４のように、駆動部１３ａの支持軸が降下し、排水口１が閉塞した状態とす
る。
この状態から、使用者がスイッチ部材５の操作ツマミ部６上面に触れて押し込み操作を行
うと、スイッチ部材５が降下して、接続片８ｃがインナーワイヤを押し込み、駆動部１３
ａの支持軸下端を押し上げる。これによって支持軸のスラストロック機構が動作し、支持
軸ごと弁部材２が押し上げられ、図５に示したように排水口１の弁体２ａが上昇した状態
で固定されて排水口１が開口し、洗面ボウル内部の排水を排出することができる。
この状態から、再度使用者がスイッチ部材５の操作ツマミ部６上面に触れて、押し込み操
作を行うと、スイッチ部材５が降下して、接続片８ｃがインナーワイヤを押し込み、駆動
部１３ａの支持軸下端を押し上げる。これによって支持軸のスラストロック機構が動作し
、支持軸の固定が解除され、支持軸と共に弁部材２が降下し、図４の状態に戻って排水口
１が弁体２ａによって閉塞される。以降、同様の操作を繰り返すことで、排水口１を操作
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部３から遠隔操作にて自由に開閉することができる。尚、スイッチ部材５は、使用者が操
作ツマミ部６を押し込んでいる時以外はレリースワイヤ４の戻りスプリングの作用で上方
に上昇し、オーバーフロー排水口９を開放している。このため、排水口１を閉口し、洗面
ボウル内に排水が溜まってオーバーフロー排水口９の下端まで達した場合、そのままオー
バーフロー排水口９からオーバーフロー配管１０を介して支障無く排水を行うことができ
る。
【００２３】
　上記第二実施例においては、
接続片８ｃがＬ字形状を成し、操作ツマミ部６の押し方向視において操作ツマミ部６より
も外側に接続部８を設けてなる。これによって、操作ツマミ部６の下方にそのままレリー
スワイヤ４を配置した場合では、レリースワイヤ４が洗面ボウル内に露出し、意匠性が悪
く、又レリースワイヤ４が洗面ボウル内で作業を行うのに邪魔にとなる場合でも、レリー
スワイヤ４を洗面ボウルの裏側に配置することができ、意匠性が良く、又レリースワイヤ
４が洗面ボウル内で作業を行うのに邪魔とならないようにすることができる。
また、本実施例では、操作ツマミ部６を面対称形状としたこと、スイッチ部材５に操作ツ
マミ部６の押し方向に沿って移動を行う為のガイド面７を備えたこと、操作ツマミ部６の
対称面上にスイッチ部材５とレリースワイヤ４との接続部８を設けたこと、によって、操
作ツマミ部６よりも外側に、スイッチ部材５とレリースワイヤ４の接続部８を設けつつ、
操作ツマミの押し操作を安定して行うことができるようになった。
具体的には、まず、操作部３の操作ツマミ部６が左右に対称形状であるため、操作ツマミ
上のどの位置を押しても左右方向に対してはバランスが良く、押し操作に際し、接続片８
ｃが傾斜しない。
また、前後方向に関しては、スイッチ部材５が鉛直方向に動作する際、ガイド面７がオー
バーフロー排水口９に設けられたスリットや洗面ボウルの後方の内側面に接してガイドさ
れることで、前後に傾斜することがないようにスイッチ部材５の動作を規制するため、押
し操作に際し、接続片８ｃが前後に傾斜しない。これによって操作ツマミの押し操作を安
定して行うことができるようになった。
また、上記実施例においては、操作ツマミ部６の押し方向を、従来例のような、水平方向
への押し込みから、鉛直方向への押し込みとなるように構成している。これによって、水
平方向にスイッチ部材５を押し操作する場合と比べ、洗面ボウル裏の空間が水平方向に幅
狭な場合でも比較的配置レイアウトに余裕を持って設計する事ができる。
また、上記実施例では、オーバーフロー排水口９に操作部３を設けた且つレリースワイヤ
４をオーバーフロー配管１０外に配置した事により、レリースワイヤ４の大部分が排水に
触れることが無くなり、レリースワイヤ４の劣化が生じにくくする事ができる。
更に、オーバーフロー配管１０を二股とし、レリースワイヤ４をその間に配置したことで
、上記効果を維持したまま、オーバーフロー配管１０の排水性能も良いものとできる。
また、保持部１１にレリースワイヤ４を保持させたことによって、レリースワイヤ４の施
工後の収まり良くなり、他の部材と絡まるといった問題の発生を極力抑えることができる
。
【００２４】
　本発明の実施例は以上のようであるが本発明は上記実施例に限定されるものではなく、
主旨を変更しない範囲において自由に変更が可能である。例えば、上記第一実施例、第二
実施例では、スイッチ部材５は全て鉛直方向に動作するものとして構成されているが、従
来例のように前後方向にスイッチ部材５を動作するように構成しても良い。但しこの場合
、スイッチ部材５のストロークやレリースワイヤ４の曲がり幅分、槽体の裏側の配管空間
に広さが必要となるため、上記各実施例のように、鉛直方向に動作するように構成したほ
うが、操作部３の配置レイアウトに余裕を持って設計する事ができる。
【００２５】
　また、上記各実施例は槽体である洗面台の洗面ボウルに施工されてなるが、本発明は上
記実施例に限定されることなく、流し台のシンク、浴室の浴槽など他の生活機器の槽体に
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【符号の説明】
【００２６】
１　　　排水口　　　　　　　　　　　　　２　　　弁部材
２ａ　　弁体　　　　　　　　　　　　　　２ｂ　　弁軸
３　　　操作部　　　　　　　　　　　　　４　　　レリースワイヤ
４ａ　　アウターチューブ　　　　　　　　４ｂ　　ロッド部
５　　　スイッチ部材　　　　　　　　　　６　　　操作ツマミ部
６ａ　　ツマミ軸　　　　　　　　　　　　７　　　ガイド面
８　　　接続部　　　　　　　　　　　　　８ａ　　アウターチューブ接続部
８ｂ　　インナーワイヤ接続部　　　　　　８ｃ　　接続片
９　　　オーバーフロー排水口　　　　　　１０　　オーバーフロー配管
１１　　保持部　　　　　　　　　　　　　１２　　排水栓本体
１２ａ　フランジ部　　　　　　　　　　　１３　　固定部
１３ａ　駆動部　　　　　　　　　　　　　１４　　排水接続管
１４ａ　枝管部　　　　　　　　　　　　　１４ｂ　挿通部
１５　　オーバーフロー排水栓　　　　　　１５ａ　オーバーフローフランジ部
１６　　オーバーフロー本体　　　　　　　１６ａ　オーバーフロー排水管
１７　　オーバーフロー継手管　　　　　　１８　　操作部本体
１８ａ　貫通孔　　　　　　　　　　　　　２０　　トラップ配管
１９　　ガイド受け面　　　　　　　　　　Ｍ　　操作ツマミ部の対称面
Ｗ　　　給水配管

【図１】 【図２】
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